




























都市経営会議資料

総務部給与労務課

１　人事院勧告に準じる改正

（１）地域手当

級地区分及び支給割合の見直しに伴い、3級地12％に改正を行う。

なお、職員の生活への影響等を考慮して、段階的に引き下げを行う。

（２）扶養手当

子に要する経費の実情や、少子化対策が推進されていることを踏まえ、子に係る扶養手当

を更に充実させることが適当であるため、配偶者に係る扶養手当を廃止することにより生ず

る原資を用いて、子に係る手当額を引き上げる。

※「行政職給料表6級以下」、「行政職給料表6級」には、これらに相当する職務の級を含む。

（３）その他

① 暫定再任用職員（定年前再任用短時間勤務職員を含む）に住居手当を支給する。

② 管理監督職員特別勤務手当の平日深夜に係る支給対象時間帯を拡大する。

２　施行日
令和7年4月1日から施行する。
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宝塚市一般職の職員の給与に関する条例等の改正概要


